
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
休
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
施
術
者
の
施
術
所
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
三

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
qqq（

同

）
…
三

○
基
本
測
量
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
三

○
公
共
測
量
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
下
北
地
域
に
お
け
る
旅
館
、
民
宿
等
の
観
光
客
受
入
れ
調
査
の
実
施
（
下
北
地
域

県

民

局
）
…
四

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
五

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
五

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
六

○
土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

エ
ル
ム
女
性
ク
リ
ニ
ッ
ク

フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

希
望

り
か
ク
リ
ニ
ッ
ク

ひ
か
り
調
剤
薬
局

ち
び
き
薬
剤
セ
ン
タ
ー

あ
お
い
も
り
薬
局

五
所
川
原
市
中
央
四
丁
目
九
三

つ
が
る
市
富
萢
町
泉
川
三
の
二

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
薄
市
字
沖
原
三
六
の

九弘
前
市
大
字
品
川
町
二
四
の
一

上
北
郡
東
北
町
字
板
橋
山
一
の
三
○

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
住
吉
四
丁
目
五
○
の
二

一
一
○

平
成
三〇･
二･二八

三〇･
一･二四

三〇･
一･二八

三〇･
二･二八

〃〃

青
森
県
報
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第
四
千
四
百
四
十
七
号

平
成
三
十
年

五
月
九
日

（
水
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

希
望

エ
ル
ム
女
性
ク
リ
ニ
ッ
ク

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
ア
サ

ヒ
調
剤
薬
局
エ
ル
ム
店

つ
が
る
市
富
萢
町
山
里
一
の
一

五
所
川
原
市
中
央
四
丁
目
九
三

五
所
川
原
市
大
字
唐
笠
柳
字
藤
巻
五
一
七
の

一

平
成
三〇･
一･二五

三〇･
三･
一

三〇･
四･
二

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

休
止
年
月
日

工
藤
整
形
外
科
医
院

し
ら
と
医
院

弘
前
市
大
字
三
岳
町
六
の
一

平
川
市
柏
木
町
藤
山
七
の
一
八

平
成
三〇･
二･一三

三〇･
三･
一

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
施
術
者
か
ら
施
術
所
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

氏

名

施
術
所
の
名
称

施

術

所

の

所

在

地

廃
止
年
月
日

三
上

広
美

津
軽
接
骨
院

五
所
川
原
市
金
木
町
朝
日
山
三
四

三
の
一

平
成
三〇･
三･
八

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医

療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

氏

名

施
術
所
の
名
称

施

術

所

の

所

在

地

指
定
年
月
日

三
上

淳
之

津
軽
接
骨
院

五
所
川
原
市
金
木
町
朝
日
山
三
四

三
の
一

平
成
三〇･
三･
九

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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平
成
三
十
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

た
む
ら
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

レ
モ
ン
バ
ー
ム
薬
局

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
ア
サ

ヒ
調
剤
薬
局
エ
ル
ム
店

弘
前
市
大
字
清
水
一
丁
目
九
の
八

〃五
所
川
原
市
大
字
唐
笠
柳
字
藤
巻
五
一
七
の

一

平
成
三〇･
三･
九

三〇･
三･
一

三〇･
四･
二

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

り
か
ク
リ
ニ
ッ
ク

ひ
か
り
調
剤
薬
局

ち
び
き
薬
剤
セ
ン
タ
ー

あ
お
い
も
り
薬
局

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
薄
市
字
沖
原
三
六
の

九弘
前
市
大
字
品
川
町
二
四
の
一

上
北
郡
東
北
町
字
板
橋
山
一
の
三
○

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
住
吉
四
丁
目
五
○
の
二

一
一
○

平
成
三〇･
一･二八

三〇･
二･二八

〃〃

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
弘

前
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
店

弘
前
市
大
字
扇
町
三
丁
目
一
の
二

平
成
三〇･
五･
一

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院

医
療
）
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

サ
ン
ケ
ア
薬
局
湊
高
台
店

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
二
本
杉
一

の
二
八

平
成
三〇･
五･
一

変
更
後

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
二
本
杉
一

の
一
八

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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一

作
業
種
類

基
本
測
量
（
一
等
磁
気
測
量
）

二

作
業
期
間

平
成
三
十
年
五
月
七
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

作
業
地
域

上
北
郡
横
浜
町

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

青
森
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
）

三

測
量
の
期
間

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

青
森
市

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

下
北
地
域
に
お
け
る
旅
館
、
民
宿
等
の
観
光
客
受
入
れ
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青

森
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
三
十
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

調
査
の
目
的

下
北
地
域
の
旅
館
及
び
民
宿
に
お
け
る
宿
泊
客
数
等
を
把
握
し
、
下
北
地
域
の
観
光
客
受
入
れ

の
促
進
に
係
る
施
策
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

青
森
県
下
北
地
域
（
む
つ
市
、
大
間
町
、
東
通
村
、
風
間
浦
村
及
び
佐
井
村
）
に
お
い
て
旅
館

及
び
民
宿
を
営
む
者

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
（
期
間
）

１

報
告
を
求
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

㈠

過
去
二
年
間
に
お
け
る
宿
泊
客
数
（
月
別
）

㈡

過
去
二
年
間
に
お
け
る
外
国
人
宿
泊
客
数
（
月
別
）

㈢

ビ
ジ
ネ
ス
客
と
観
光
客
の
割
合

㈣

誘
客
の
た
め
の
Ｐ
Ｒ
方
法

㈤

カ
ー
ド
決
済
ま
た
は
電
子
決
済
の
有
無

㈥

Ｗ
ｉ
―
Ｆ
ｉ
環
境
の
有
無

㈦

滞
在
型
観
光
メ
ニ
ュ
ー
提
供
の
有
無

２

報
告
を
求
め
る
基
準
と
な
る
期
間
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
の
期
間
及
び
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
と
す

る
。
た
だ
し
、
１
㈤
か
ら
㈦
に
つ
い
て
は
、
調
査
票
の
記
入
日
を
報
告
を
求
め
る
基
準
と
な
る

期
日
と
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

青
森
県
下
北
地
域
（
む
つ
市
、
大
間
町
、
東
通
村
、
風
間
浦
村
及
び
佐
井
村
）
に
お
い
て
旅
館

及
び
民
宿
を
営
む
者

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

１

調
査
票
を
報
告
者
に
郵
送
し
、
記
入
済
み
の
調
査
票
を
郵
送
又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
で
回
収
す

る
方
法

２

調
査
員
が
報
告
を
求
め
る
者
を
訪
問
し
、
報
告
を
求
め
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
者

か
ら
聞
き
取
る
方
法

六

報
告
を
求
め
る
期
間

平
成
三
十
年
五
月
九
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

公

告

（ ）4青 森 県 報 第4447号平成30年５月９日 水曜日



建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
三
十
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

東
陽
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

川
村
義
彦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
東
二
番
町
八
の
四
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
九
）
第
一
六
六
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
三
十
年
四
月
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
年
四
月
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
名

川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
九
日

三
八
地
域
県
民
局
長

津

島

正

春

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

木
村

律
行

三
戸
郡
南
部
町
大
字
相
内
字
沢
構
七
四

平
成
三〇･
四･
九

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
蛯
川

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
三
十
年
四
月
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
九
日

三
八
地
域
県
民
局
長

津

島

正

春

土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
蛯
川
土
地
改
良
区
の
蛯
川
頭
首
工
管
理
規
程
の
変
更
を
平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
九
日

三
八
地
域
県
民
局
長

津

島

正

春

管
理
規
程
の
概
要

一

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
な
取
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
取
水
を
行
い
、
毎
年
五
月
六
日

か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な
か

ん
が
い
用
水
を
放
流
す
る
も
の
と
す
る
。

二

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
並
び
に
こ

れ
ら
の
操
作
の
た
め
に
必
要
な
資
材
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行

う
。

三

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
と
り
、
関
係

機
関
と
の
連
絡
、
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
万
全
を
期
す
る
も
の
と
す
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る
。
干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を
理
事
長
に
報

告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項
を

記
録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
て
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
赤
石

川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
三
十
年
四
月
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
九
日

西
北
地
域
県
民
局
長

平

野

義

一

土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
赤
石
川
土
地
改
良
区
の
赤
石
川
第
一
頭
首
工
お
よ
び
赤
石
川
第
二
頭
首
工
管
理
規
程
の
変
更
を

平
成
三
十
年
四
月
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
九
日

西
北
地
域
県
民
局
長

平

野

義

一

管
理
規
程
の
概
要

一

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
用
水
の
取
水
を
行
い
、
毎
年
五
月
十

五
日
か
ら
九
月
一
日
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な
水

量
を
取
水
す
る
も
の
と
す
る
。

二

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
器
具
及
び
こ
れ
に
必
要
な

資
材
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
取
り
、
関
係

機
関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
万
全
を
期
す
る
も
の
と

す
る
。
干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を
理
事
長
に

報
告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項
を

記
録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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